
 

 

 

 

 

 

 

 

 本部は、9月 20日に本社と「労使間の取扱いに関する協約」を 3年の期間で締結しました。今回

の改訂の交渉で新たに締結した協約では「組合活動の制限や規制をするものではない事」を確認し

ています。今回の締結を機に労働組合として締結する協約の重要性を福島支部組合員の皆さんとの

議論を通じて深めていきたいとおもいます。組合員の雇用と利益を守る為に職場から東労組運動を

創り出していきます！ 

 

 

 

 

 例えば、就業規則に記載されている出向命令と労働協約に記載されている出向命令には違いがあり

ます。またそのほかにも就業規則よりも優先される事柄が今回締結した協約には記載されています。 

 

 
第 1727 号                                     

（本年度 1３  号） 
201８年 10 月 16 日                                      

発行責任者 安田和広                                      

編集責任者  教宣部 

 


